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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　掃除機本体内に設けられた電動送風機と、この電動送風機により吸い込まれた塵埃を溜
める集塵容器と、前記掃除機本体内に形成され前記集塵容器を着脱自在に装着する収納室
と、前記集塵容器を前記収納室の装着位置にロックする固定手段とを備えた電気掃除機で
あって、
　　前記集塵容器に溜まる塵埃の量を検出する塵埃量検出手段と、
　この塵埃量検出手段が所定の塵埃量を検出したとき前記固定手段のロックを解除するロ
ック解除手段と、
　このロック解除手段により前記固定手段のロックが解除されたとき、前記集塵容器をポ
ップアップさせるポップアップ手段とを備え、
　このポップアップ手段により前記集塵容器がポップアップされた際、その集塵容器を装
着位置に再装着して固定手段によりロックしたとき、前記ロック解除手段はその固定手段
のロックの解除を行わないことを特徴とする電気掃除機。
【請求項２】
　掃除機本体内に設けられた電動送風機と、この電動送風機により吸い込まれた塵埃を溜
める集塵容器と、前記掃除機本体内に形成され前記集塵容器を着脱自在に装着するととも
に前記集塵容器を取り出す開口を有する収納室と、前記開口を開閉可能に覆う蓋ケースと
、この蓋ケースを閉成したときこの蓋ケースを前記掃除機本体にロックするロック手段と
、前記集塵容器を前記収納室の装着位置にロックする固定手段とを備えた電気掃除機であ
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って、
　　前記集塵容器に溜まる塵埃の量を検出する塵埃量検出手段と、
　この塵埃量検出手段が所定の塵埃量を検出したとき前記ロック手段および固定手段のロ
ックを解除するロック解除手段と、
　このロック解除手段により前記ロック手段および固定手段のロックが解除されたとき、
前記蓋ケースを開成するとともに前記集塵容器をポップアップさせるポップアップ手段と
を備え、
　このポップアップ手段により前記集塵容器がポップアップされた際、開成した蓋ケース
を閉めてその集塵容器を装着位置に再装着させて前記固定手段によりロックさせるととも
に、この蓋ケースを前記ロック手段によりロックさせたとき、前記ロック解除手段はその
ロック手段および固定手段のロックの解除を行わないことを特徴とする電気掃除機。
【請求項３】
　前記集塵容器が収納室の装着位置に再装着された際に、前記塵埃量検出手段が集塵容器
の所定の塵埃量を検出しないとき、前記ロック解除手段はロックの解除が行えるようにす
ることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電気掃除機。
【請求項４】
　前記掃除機本体の電源コードのプラグをコンセントに差し込んで運転した際に、前記塵
埃量検出手段が集塵容器の所定の塵埃量を検出しないとき、前記ロック解除手段はロック
の解除が行えるようにすることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電気掃除機
。
【請求項５】
　前記塵埃量検出手段が集塵容器の所定の塵埃量を検出したとき報知することを特徴とす
る請求項１ないし請求項４のいずれか１つに記載の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電動送風機で吸引された塵埃を溜める集塵容器を備えた電気掃除機に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、集塵容器を掃除機本体に着脱自在に設けた電気掃除機が知られている（特許
文献１参照）。
【０００３】
　かかる電気掃除機は、集塵容器室を内部に形成した掃除機本体と、集塵容器室に着脱自
在に装着される集塵容器と、前記集塵容器室の下流側に設けられた電動送風機等とを備え
ている。
【０００４】
　集塵容器は、塵埃吸込口へ吸い込まれた塵埃と空気を慣性により分離する分離部と、こ
の分離部で分離された塵埃を溜める集塵室部とを有している。
【特許文献１】特開２００５－２９６４６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、このような電気掃除機にあっては、集塵容器に塵埃が所定量溜まっても分か
らず、このため塵埃が所定量またった場合に集塵容器をポップアップさせることが考えら
れている。
【０００６】
　しかしながら、塵埃が所定量溜まって集塵容器がポップアップされた場合、その塵埃を
捨てなければ、集塵容器を再装着しても再度その集塵容器はポップアップされていまい、
掃除を続行したい場合に非常に不便なものになってしまう虞がある。
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【０００７】
　この発明の目的は、集塵容器がポップアップされても掃除を続行することのできる電気
掃除機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、掃除機本体内に設けられた電動送風機と、この電動送風機により吸
い込まれた塵埃を溜める集塵容器と、前記掃除機本体内に形成され前記集塵容器を着脱自
在に装着する収納室と、前記集塵容器を前記収納室の装着位置にロックする固定手段とを
備えた電気掃除機であって、
　　前記集塵容器に溜まる塵埃の量を検出する塵埃量検出手段と、
　この塵埃量検出手段が所定の塵埃量を検出したとき前記固定手段のロックを解除するロ
ック解除手段と、
　このロック解除手段により前記固定手段のロックが解除されたとき、前記集塵容器をポ
ップアップさせるポップアップ手段とを備え、
　このポップアップ手段により前記集塵容器がポップアップされた際、その集塵容器を装
着位置に再装着して固定手段によりロックしたとき、前記ロック解除手段はその固定手段
のロックの解除を行わないことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２の発明は、掃除機本体内に設けられた電動送風機と、この電動送風機により吸
い込まれた塵埃を溜める集塵容器と、前記掃除機本体内に形成され前記集塵容器を着脱自
在に装着するとともに前記集塵容器を取り出す開口を有する収納室と、前記開口を開閉可
能に覆う蓋ケースと、この蓋ケースを閉成したときこの蓋ケースを前記掃除機本体にロッ
クするロック手段と、前記集塵容器を前記収納室の装着位置にロックする固定手段とを備
えた電気掃除機であって、
　　前記集塵容器に溜まる塵埃の量を検出する塵埃量検出手段と、
　この塵埃量検出手段が所定の塵埃量を検出したとき前記ロック手段および固定手段のロ
ックを解除するロック解除手段と、
　このロック解除手段により前記ロック手段および固定手段のロックが解除されたとき、
前記蓋ケースを開成するとともに前記集塵容器をポップアップさせるポップアップ手段と
を備え、
　このポップアップ手段により前記集塵容器がポップアップされた際、開成した蓋ケース
を閉めてその集塵容器を装着位置に再装着させて前記固定手段によりロックさせるととも
に、この蓋ケースを前記ロック手段によりロックさせたとき、前記ロック解除手段はその
ロック手段および固定手段のロックの解除を行わないことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、集塵容器がポップアップされた後、蓋ケースを閉めてその集塵容器
を再装着すれば、掃除を続行することができるので、非常に使用勝手のよいものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、この発明に係る電気掃除機の実施の形態である実施例を図面に基づいて説明する
。
【実施例】
【００１２】
　図１に示す電気掃除機１０は、掃除機本体１１と、この掃除機本体１１の接続口１１Ａ
に一端が着脱自在に接続されその他端には手元操作管１３が設けられている集塵ホース１
２と、手元操作管１３に着脱自在に接続した延長管１４と、延長管１４の先端部に着脱自
在に接続された吸込口体１５とを備えている。手元操作管１３には操作部１３Ａが設けら
れており、この操作部１３Ａには電動送風機２４の駆動を停止する切スイッチ１３ａや電
動送風機２４のパワーを設定する強弱スイッチ１３ｂなどが設けられている。
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【００１３】
　吸込口体１５には、その底面に塵埃を吸引する図示しない吸込開口（塵埃吸込口）を形
成した吸込室（図示せず）が形成されており、この吸込室は延長管１４と集塵ホース１２
と接続口１１Ａを介して掃除機本体１１内に設けた集塵ユニット５０（図１０参照）の吸
込接続口５７ａに連通している。
【００１４】
  掃除機本体１１は、本体ケース２０と、本体ケース２０内に装着された集塵ユニット５
０（図２参照）と、電動送風機２４とを備えている。
【００１５】
  本体ケース２０の前側には、図２ないし図４に示すように、上部開口（開口）２２Ａを
有する集塵ユニット室（収納室）２２が形成され、本体ケース２０の上部に蓋ケース５０
０（図１参照）が開閉自在に取り付けられている。この蓋ケース５００により集塵ユニッ
ト室（収納室）２２とともに本体ケース２０の上部全体が覆われている。
【００１６】
　また、集塵ユニット室２２内には、後述する集塵容器４１０（図１１）をポップアップ
するポップアップ機構１０００（図７参照）が設けられている。
【００１７】
　また、図１に示すように蓋ケース５００の両側部の下部には斜め下方に延びた一対の脚
部５０１が形成され、この脚部５０１の下部５０１Ａが本体ケース２０に設けた円筒車軸
１７（図５参照）に回動可能に装着されるとともに、円筒車軸１７に取り付けられた後輪
１６を覆っている。そして、図５に示すように円筒車軸１７内には捩りコイルバネ１８が
装着され、捩りコイルバネ１８の一端は円筒車軸１７に固定され、捩りコイルバネ１８の
他端１８Ａは脚部５０１に固定されており、この捩りコイルバネ１８は蓋ケース５００を
円筒車軸１７を中心にして図１において時計回りに付勢している。
【００１８】
　実際には、円筒車軸１７に回転体９００（図２参照）を回転自在に装着させ、この回転
体９００のアーム部９０１の突起９０２（図１４参照）に捩りコイルバネ１８の他端１８
Ａを係止させ、アーム部９０１を蓋ケース５００の脚部５０１内に係止させて、蓋ケース
５００を時計回りに付勢するものである。
【００１９】
　そして、蓋ケース５００は円筒車軸１７を中心にして時計回りに回動することにより蓋
ケース５００が図１６の鎖線で示すように開成するようになっている。
【００２０】
　蓋ケース５００の前側には、図６および図７に示すようにほぼ逆Ｌ字形の係合部材５１
０が設けられている。
【００２１】
　また、本体ケース２０の電動送風機２４の前側（図１において左側）に前面開口２５Ｂ
（図１４参照）を有する円筒状の接続風路部（図示せず）が形成され、この接続風路部は
電動送風機２４の吸込開口２４Ａに連通している。
【００２２】
　接続風路部の前面開口２５Ｂには図１４に示すように回転自在な格子部材６００が設け
られており、この格子部材６００はモータＭ１（図２０参照）により回転するようになっ
ている。
【００２３】
　格子部材６００には複数の突起６０１が設けられており、この突起６０１は後述するプ
リーツフィルタ１０４（図１３参照）の谷部に係合して、後述するプリーツフィルタ体１
００を回転させていくようになっている。このプリーツフィルタ１０４を回転させること
により、図示しない除塵手段がプリーツフィルタ１０４に付着した細塵を落としていく。
【００２４】
　本体ケース２０の接続口１１Ａの上には、閉成された蓋ケース５００をロックするクラ
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ンプ７００が設けられている（図２参照）。
【００２５】
　このクランプ７００は、図７および図８に示すように、上面が曲面に形成された操作部
（ロック解除部）７０１を有しており、この操作部７０１の後面７０１Ａの両側には後方
（図７において右側）へ突出した支持板部７０２,７０２が形成され、この支持板部の外
側面に軸部７０３,７０３が形成されている。
【００２６】
　この軸部７０３,７０３は、図３に示すように本体ケース２０に設けた軸受部２７,２７
に回動自在に保持されている。そして、クランプ７００は図示しないスプリングにより図
７において軸部７０３を中心にして時計回りに付勢されている。クランプ７００は図示し
ない規制部材より図７に示す位置より時計回りに回動しないようになっている。
【００２７】
　そして、クランプ７００は、操作部７０１が上から下方に押されると、図示しないスプ
リングの付勢力に抗して図７に示す位置から軸部７０３,７０３を中心にして反時計回り
に回動する。
【００２８】
　操作部７０１の前端には下方に延びた前壁部７０４が形成され、この前壁部７０４の下
部には後方へ延びた突出壁部７０５が形成され、この突出壁部７０５の後部には上方へ延
びた支持部７０６が形成されている。この支持部７０６の上部には係止爪（ロック手段）
７０７が形成され、支持部７０６の下部の後面７０６Ａがが押圧部となっている。また、
支持部７０６の下部には前方（図７において左方）へ突出した突出部７０６Ｔが形成され
ている。
【００２９】
　この係止爪７０７は、図６および図７に示すように蓋ケース５００の係合部材５１０の
先端部５１１に係合して、蓋ケース５００を本体ケース２０にロックするようになってい
る。
【００３０】
　クランプ７００が反時計回りに回動されると、図９に示すように、クランプ７００の係
止爪７０７は蓋ケース５００の係合部材５１０の先端部５１１から外れ、蓋ケース５００
のロックが解除される。
【００３１】
　集塵ユニット５０は、図１０に示すように、塵埃分離ユニット４００と、この塵埃分離
ユニット４００に着脱自在に装着される集塵容器４１０とを備えている。
【００３２】
  塵埃分離ユニット４００は、塵埃分離部（慣性分離部）５２と、塵埃分離部５２と一体
となっているフィルタ部８０とを備えている。
【００３３】
  塵埃分離部５２は、図１０および図１２に示すように外周壁５３によって円筒状に形成
された分離室部５４と、この分離室部５４内に分離室部５４の軸線に沿って設けられたほ
ぼ円錐形状の塵埃分離手段５５と、分離室部５４の右側壁５４Ａの外側に設けた吸引風路
部５６と、吸込接続口（塵埃吸込口）５７ａから分離室部５４へ空気を案内する案内風路
管５７とを有している。吸込接続口５７ａは、塵埃分離ユニット４００が掃除機本体１１
の集塵ユニット室２２に装着されると、掃除機本体１１の接続口１１Ａに連通されるよう
になっている。
【００３４】
　分離室部５４の外周壁５３の上部には、図１２に示すように、空気から分離された塵埃
を集塵容器４１０へ導入する導入開口５３Ａが形成されている。
【００３５】
　また、分離室部５４の右側壁５４Ａには、円形の開口１５４Ａ（図１０参照）と扇状の
開口１５４Ｂ（図１２参照）とが形成され、開口１５４Ａには塵埃分離手段５５が取り付
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けられており、開口１５４ＢにはネットフィルタＮＦ２（図示せず）が取り付けられてい
る。また、右側壁５４Ａには接続開口５４Ａａが形成され、この接続開口５４Ａａには案
内風路管５７が接続されており、分離室部５４と案内風路管５７とが連通している。
【００３６】
　案内風路管５７から接続開口５４Ａａを介して分離室部５４内へ導入される空気は図１
０において反時計回りに回転させるようになっている。
【００３７】
　塵埃分離手段５５は、複数の枠５５ａと、この枠５５ａの周囲に貼り付けたネットフィ
ルタＮＦ１とから構成されている。そして、吸引風路部５６は、右側壁５４Ａの開口１５
４ＡおよびネットフィルタＮＦ１（図１２参照）を介して分離室部５４内に連通し、また
右側壁５４Ａの開口１５４ＢのネットフィルタＮＦ２（図示せず）を介して分離室部５４
内に連通している。
【００３８】
   吸引風路部５６は、後述するフィルタ部８０の収納ケース８１内に連通しているとと
もに、その右側壁部１５６（図１２参照）に形成した接続開口５６Ａを介して後述する集
塵ケース部７４の集塵室７３に連通している。
【００３９】
　集塵容器４１０は、図１１および図１２に示すように、上部に左右方向に延びた連通路
７１を形成した連通ケース部７２と、この連通ケース部７２の右端部（図１２において）
から下方に延びるとともに塵埃を集塵する集塵室７３を形成した透明な集塵ケース部７４
とを有している。
【００４０】
  連通ケース部７２の下面には、図１１に示すように連通路７１（図１２参照）に連通す
る開口７２Ａと、フック７２Ｆと、凹部７３Ａとが形成されている。凹部７３Ａ内には上
下方向に延びたリブ７２Ｒが形成されている。開口７２Ａは図１２に示すように塵埃分離
部５２の導入開口５３Ａに接続されている。
【００４１】
　また、集塵ケース部７４の左側壁部７４Ａには接続開口７５が形成されており、この接
続開口７５にはネットフィルタＮＦ３が取り付けられている。
【００４２】
　また、集塵ケース部７４は開閉可能な蓋部７４Ａを有しており、図１１に示すように蓋
部７４Ａの下部には下方に延びたリブ７４Ｒが形成されている。蓋部７４Ａは、軸線７４
Ｊ回りに回動可能になっており、この回動によって開閉するものである。
【００４３】
　そして、集塵容器４１０を塵埃分離ユニット４００に装着すると、図１２に示すように
、集塵容器４１０の開口７２Ａに塵埃分離部５２の導入開口５３Ａが接続され、集塵容器
４１０の接続開口７５が塵埃分離ユニット４００の吸込風路部５６の接続開口５６Ａに接
続されるようになっている。
【００４４】
　集塵容器４１０の集塵室７３に溜まる塵埃は、図１１に示す塵埃量検出手段３００で検
出する。この塵埃量検出手段３００は、集塵容器４１０の集塵ケース部７４の所定位置に
向けて赤外光を発光する発光ダイオードＤ１と、この集塵ケース７４の所定位置を通過し
てきた赤外光を受光する受光ダイオードＤ２等とから構成される。
【００４５】
　発光ダイオードＤ１および受光ダイオードＤ２は掃除機本体１１の集塵ユニット室２２
に設けられている（図２および図３参照）。また、集塵ユニット室２２にはマイクロスイ
ッチＭＳが設けられている。このマイクロスイッチＭＳは集塵容器４１０が図２および図
７に示す装着位置に装着されたときこれを検知する。
【００４６】
 フィルタ部８０は、図１３に示すように後面が開口されるとともに円筒状の収納ケース
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８１と、この収納ケース８１内に回転自在に取り付けられたプリーツフィルタ体（二次フ
ィルタ）１００とを有している。収納ケース８１の前壁部８４の前面には塵埃分離部５２
（図１０参照）が一体に形成されている。
【００４７】
　収納ケース８１の前壁部８４には、図１２および図１３に示すように接続開口８４Ａが
形成され、この接続開口８４Ａが吸引風路部５６に接続されている。そして、その接続開
口８４Ａを介して収納ケース８１内と吸引風路部５６とが連通している。
【００４８】
  プリーツフィルタ体１００は、図１３に示すように、収納ケース８１の中心位置に設け
た軸部１０１Ａから放射状にプリーツを形成したプリーツフィルタ１０４を有している。
【００４９】
  そして、本体ケース２０の集塵ユニット室２２に集塵ユニット５０を装着すると、収納
ケース８１の後面開口８１Ｂが本体ケース２０の接続風路部の前面開口２５Ｂ（図１４参
照）に接合される。
【００５０】
　ポップアップ機構１０００は、図７に示すように、集塵容器４１０をポップアップ（集
塵容器４１０をスプリングにより上に持ち上げること）させる一対のポップアップ手段１
１００,１１１０（図３参照）と、集塵容器４１０を塵埃分離ユニット４００の装着位置
に固定するロック手段（固定手段）１２００とを備えている。
【００５１】
　ポップアップ手段１１００は、塵埃分離ユニット４００の塵埃分離部５２の外周壁５３
の上面に設けられ且つ上方に延びるとともに断面が方形の筒状のガイドケース１１０１と
、このガイドケース１１０１内に配置されたスプリング１１０２（図３において省略）と
を有している。ガイドケース１１０１には上下方向に延びる一対のスリット１１０３（図
３参照）が形成されている。
【００５２】
　ポップアップ手段１１１０は、同様にして集塵ユニット室２２に設けられた筒状のガイ
ドケース１１１１（図３参照）と、このガイドケース１１１１内に配置されたスプリング
１１１２（図７参照）とを有している。ガイドケース１１１１には上下方向に延びる一対
のスリット１１１３が形成されている。
【００５３】
　そして、集塵容器４１０を集塵ユニット室２２に装着されている塵埃分離ユニット４０
０に装着すると、集塵容器４１０のリブ７２Ｒ,７４Ｒ（図１１参照）がガイドケース１
１０１,１１１１のスリット１１０３,１１１３に入り込んでスプリング１１０２,１１１
２（図７参照）を付勢力に抗して圧縮させる。このスプリング１１０２,１１１２の付勢
力によって集塵容器４１０を上方に付勢するものである。
【００５４】
　ロック手段１２００は、案内風路管５７の上部に前後方向（図７において左右方向）に
移動可能に設けられるとともに前後方向に延びたスライド部材１２０１と、このスライド
部材１２０１を前後方向へ覆うとともにこれをガイドするガイドカバー１２０２（図４参
照）と、スライド部材１２０１を左方向（図７において）へ付勢するスプリング（図示せ
ず）とを備えている。
【００５５】
  スライド部材１２０１の後部側には、上方に突出した断面が矩形の筒部１２０３が形成
され、この筒部１２０３がガイドカバー１２０２の開口１２０２Ａ（図３参照）から突出
している。筒部１２０３の前後方向の長さはその開口１２０２Ａの前後方向の幅より短く
設定され、スライド部材１２０１の前後方向の移動に支障を来さないようになっている。
【００５６】
　スライド部材１２０１の左端部（図７において）には薄肉状の先端部１２０１ａが形成
され、この先端部１２０１ａがクランプ７００の支持部７０６の下部の下に位置し、その
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先端部１２０１ａの先端面がクランプ７００の突出部７０６Ｔの先端面（図７において左
端面）より右へ引き込んでいる。また、スライド部材１２０１の左端部には段部１２０１
ｄが形成され、この段部１２０１ｄがクランプ７００の押圧部７０６Ａと対向している。
【００５７】
　筒部１２０３の上面には開口１２０４が形成され、集塵容器４１０を塵埃分離ユニット
４００に装着すると、集塵容器４１０のフック７２Ｆがその開口１２０４に入り込んでそ
の縁部１２０４ａに係合され、この係合により集塵容器４１０が図７に示す位置（装着位
置）にロックされるようになっている。
【００５８】
　また、クランプ７００は、操作部７０１が上から押されて図９に示すように回動すると
、クランプ７００の押圧部７０６Ａが図示しないスプリングの付勢力に抗してスライド部
材１２０１の段部１２０１ｄに当接してスライド部材１２０１を右方へ移動させる。
【００５９】
　この移動により、集塵容器４１０のフック７２Ｆがスライド部材１２０１の筒部１２０
３の開口１２０４の縁部１２０４ａから外れ、集塵容器４１０のロックが解除される。
【００６０】
　クランプ７００の操作部７０１が押されていないときには、クランプ７００の押圧部７
０６Ａとスライド部材１２０１の段部１２０１ｄとの間に所定の隙間が形成されている。
【００６１】
　また、本体ケース２０に装着された集塵ユニット５０の吸込接続口５７ａの上部には、
図１８および図１９に示すように、左右方向に移動可能な移動部材８００が設けられてい
る。この移動部材８００の一端には、前方（図１９において下方）に延びたアーム部８０
１が設けられており、このアーム部８０１には長孔８０２が形成されている。この長孔８
０２内にはこの長孔８０２に沿って移動可能なピン８０３が挿入されている。
【００６２】
　ピン８０３は円板８０５に偏芯した位置に設けられており、この円板８０５の中心部に
はモータＭ２の駆動軸Ｍ２ａが装着されている。そして、モータＭ２の駆動により円板８
０５が回転すると、移動部材８００は左右に往復移動するようになっている。
【００６３】
　移動部材８００の後面（図１９において上面）には、スライド部材１２０１の先端部１
２０１ａおよびクランプ７００の突出部７０６Ｔの右側方に突出した突起部８１０が形成
され、この突起部８１０にはスライド部材１２０１と対向する側に傾斜面８１１が形成さ
れている。
【００６４】
　そして、移動部材８００が左方向（図１９において）へ移動すると、突起部８１０の傾
斜面８１１がクランプ７００の支持部７０６の突出部７０６Ｔとスライド部材１２０１の
先端部１２０１ａとに当接して、その移動とともにクランプ７００を図７において軸部７
０３を中心にして反時計回りに回動させ、スライド部材１２０１を右方向（図７において
）に移動させる。このクランプ７００の反時計回りの回動により蓋ケース５００のロック
が解除され、スライド部材１２０１の右方向への移動により集塵容器４１０のロックが解
除される。そして、図１９に示すようにモータＭ２と移動部材８００と突出部８１０とで
蓋ケース５００のロックと集塵容器４１０のロックを解除するロック解除手段１５００が
構成される。
【００６５】
　また、クランプ７００の操作部７０１を上から押圧すと、クランプ７００は図示しない
スプリングの付勢力に抗して図７に示す位置から軸部７０３を中心にして反時計回りに回
動し、クランプ７００が反時計回りに回動されると、図９に示すように、クランプ７００
の係止爪７０７は蓋ケース５００の係合部材５１０の先端部５１１から外れ、蓋ケース５
００のロックが解除される。
【００６６】
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　他方、クランプ７００が図９に示すように回動すると、クランプ７００の支持部７０６
の下部７０６Ａがスライド部材１２０１の段部１２０１ｄに当接して、その下部７０６Ａ
がクランプ７００の回動とともにスライド部材１２０１を右方へ移動させて集塵容器４１
０のロックを解除するようになっている。
【００６７】
　図２０は電気掃除機の制御系の構成を示したブロック図である。図２０において、２０
０は操作部１３Ａの操作や受光ダイオードＤ２の受光量やマイクロスイッチＭＳの検知に
基づいて電動送風機２４やモータＭ１,Ｍ２を制御する制御装置である。また、制御装置
２００は受光ダイオードＤ２の受光量やマイクロスイッチＭＳの検知に基づいてポップア
ップ禁止モードを設定したり、このポップアップ禁止モードを解除したりする。
［動　作］
　次に、上記のように構成される電気掃除機の動作について説明する。
【００６８】
　先ず、図２に示すように、集塵ユニット５０を掃除機本体１１の集塵ユニット室２２に
装着し、図１に示すように集塵ホース１２を掃除機本体１１の接続口１１Ａに接続すると
ともに手元操作管１３に延長管１４を介して吸込口体１５を接続する。
【００６９】
　手元操作管１３の操作部１３Ａのスイッチ１３ｂが操作されると、電動送風機２４が駆
動される。この電動送風機２４の駆動により、電動送風機２４の吸込開口２４Ａから空気
が吸い込まれて、図示しない接続風路部を介して集塵ユニット５０の収納ケース８１内に
負圧が作用し、さらに吸引風路部５６を介して集塵ケース部７４内や塵埃分離部５２の分
離室部５４に作用する。そして、その負圧が案内風路管５７を介して集塵ホース１２,延
長管１４および吸込口体１５に作用し、吸込口体１５から空気とともに塵埃が吸引されて
いく。
【００７０】
　この吸引された塵埃および空気が延長管１４および集塵ホース１２を介して集塵ユニッ
ト５０の吸込接続口５７ａへ吸引されていく。この吸込接続口５７ａへ吸引された塵埃お
よび空気は案内風路管５７を通って塵埃分離部５２の分離室部５４内へ導入され、この分
離室部５４内では図１０において反時計回りに回転していく。
【００７１】
　そして、この回転により塵埃と空気が慣性により分離され、空気が塵埃分離手段５５の
ネットフィルタＮＦ１（図１２参照）や開口１５４ＢのネットフィルタＮＦ２（図示せず
）を通り、さらに吸引風路部５６を通ってフィルタ部８０の収納ケース８１内へ吸引され
ていく。
【００７２】
　他方、分離された塵埃は、慣性力によって分離室部５４の導入開口５３Ａから集塵容器
４１０の連通ケース部７２内へ一部の空気とともに導入される。この導入された塵埃およ
び空気は連通ケース部７２の連通路７１を通って集塵室７３へ吸引されていき、塵埃は集
塵室７３に集塵されていく。
【００７３】
　集塵室７３へ吸引された空気は、細塵とともにネットフィルタＮＦ３を通って吸引風路
部５６に吸引され、さらにフィルタ部８０の収納ケース８１内へ吸引されていく。この際
、前記細塵はプリーツフィルタ１０４によって捕捉される。
【００７４】
　収納ケース８１内へ吸引された空気は、プリーツフィルタ体１００のプリーツフィルタ
１０４を通って掃除機本体１１の接続風路部（図示せず）へ吸引され、さらに電動送風機
２４の吸込開口２４Ａへ吸引されていく。
【００７５】
　電動送風機２４の吸込開口２４Ａへ吸引された空気は電動送風機２４内を通って図２に
示す掃除機本体１１の排気口（図示せず）から排気されていく。



(10) JP 4802072 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

【００７６】
　そして、手元操作管１３の操作部１３Ａの切スイッチ１３ａを操作すると電動送風機２
４の駆動が停止される。
【００７７】
　一方、発光ダイオードＤ１から赤外光が発光されており、集塵容器４１０の集塵ケース
７４を透過した赤外光を受光ダイオードＤ２が受光し、この受光ダイオードＤ２の受光量
に基づいて制御装置２００が集塵ケース部７４の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まったか
否かを判断している。
【００７８】
  集塵室７３に所定量の塵埃が溜まると、その塵埃が発光ダイオードＤ１から発光された
赤外光を遮光し、受光ダイオードＤ２が赤外光を受光しなくなり、この受光ダイオードＤ
２が赤外光を受光しなくなったとき、集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっていると制御装
置２００が判断するものである。
【００７９】
　すなわち、塵埃量検出手段３００（図２０参照）が集塵室７３に溜まる塵埃を検出し、
この検出に基づいて、制御装置２００が集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっているか否か
を判断するものである。
【００８０】
　制御装置２００は、切スイッチ１３ａが操作された際、集塵室７３に所定量の塵埃が溜
まっていると判断した場合、電動送風機２４の駆動が停止された後にモータＭ２を駆動さ
せる。
【００８１】
　このモータＭ２の駆動により移動部材８００が左方向（図１９において）に移動され、
この移動部材８００の左方向への移動により、クランプ７００が図７において反時計回り
に回動される。このクランプ７００が反時計回りに回動されると、図９に示すように、ク
ランプ７００の係止爪７０７は蓋ケース５００の係合部材５１０の先端部５１１から外れ
、蓋ケース５００のロックが解除される。このロックが解除されると、蓋ケース５００は
捩りコイルバネ１８（図５参照）によって図１６の鎖線で示すように開成する。
【００８２】
　また、移動部材８００の移動によりスライド部材１２０１が右方向（図７において）に
移動され、これにより図９に示すように集塵容器４１０のフック７２Ｆがスライド部材１
２０１の開口１２０４の縁部１２０４ａから外れ、集塵容器４１０のロックが解除される
。そして、集塵容器４１０のリブ７２Ｒ,７４Ｒが図１５に示すようにガイドケース１１
０１,１１１１のスプリング１１０２,１１１２の付勢力によって上方へ押し上げられる。
すなわち、集塵容器４１０がスプリング１１０２,１１１２の付勢力によって図１５およ
び図１７に示すようにポップアップされる。
【００８３】
  ところで、クランプ７００の押圧部７０５とスライド部材１２０１の先端部１２０１ａ
との間に隙間があることにより、クランプ７００の操作部７０１を押圧すると、蓋ケース
５００が開成した後に集塵ケース４１０のポップアップが行われる。
【００８４】
　ポップアップされると、モータＭ２は逆回転されて移動部材８００は図１８および図１
９に示す位置（ホーム位置）へ戻されるとともに、クランプ７００およびスライド部材１
２０１が図示しないスプリングにより図７に示す位置（ホーム位置）へ戻る。
【００８５】
　集塵容器４１０の集塵室７３に溜まったゴミを捨てずに掃除を続行する場合、蓋ケース
５００を閉めて集塵容器４１０を図７に示す装着位置へ装着させる。この装着がマイクロ
スイッチＭＳにより検知される。
【００８６】
　制御装置２００は、マイクロスイッチＭＳが集塵容器４１０の装着を検知すると、集塵
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容器４１０の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっているか否かを受光ダイオードＤ２の受
光量に基づいて判断し、溜まっていればポップアップ禁止モードを設定する。このポップ
アップ禁止モードにより、集塵容器４１０の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっていても
モータＭ２は駆動されない。
【００８７】
　すなわち、ポップアップされた集塵容器４１０を蓋ケース５００を閉めて装着位置に装
着させれば、集塵容器４１０は再度ポップアップされないことになる。
【００８８】
　そして、手元操作管１３の操作部１３Ａのスイッチ１３ｂを操作すると、制御装置２０
０は電動送風機２４を駆動する。これにより、掃除を続行することができる。
【００８９】
　また、集塵容器４１０の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっているが切スイッチ１３ａ
が操作されても、制御装置２００はポップアップ禁止モードになっていることにより、集
塵容器４１０のポップアップを禁止する。
【００９０】
　さらに、ポップアップ禁止モードが設定された状態で電気掃除機１０の電源コード（図
示せず）のプラグをコンセント（図示せず）から抜き、電気掃除機１０を他の部屋に移動
させて電源コードのプラグを他の部屋のコンセントに接続した場合、制御装置２００は、
ポップアップ禁止モードを解除するとともに、発光ダイオードＤ１から赤外光を発光させ
、受光ダイオードＤ２の受光に基づいて集塵容器４１０の集塵室７３に所定量の塵埃が溜
まっているか否かを判断し、所定量の塵埃が溜まっていると判断した場合、ポップアップ
を行い、このポップアップされた集塵容器４１０を装着位置に再装着するとポップアップ
禁止モードになる。
【００９１】
　このように、集塵容器２１０が一度ポップアップされても、蓋ケース５００を閉めて集
塵容器２１０を装着位置に装着すれば、ポップアップ禁止モードが設定されて掃除を続行
することができるので、あと少し掃除を行えば部屋の掃除を終了することができる場合や
他の部屋の掃除をつづけて行いたい場合に、集塵容器４１０を一々取り外して塵埃を捨て
に行く必要がなく、このためその使用勝手が非常によいものとなる。
【００９２】
  また、上記のようにポップアップ禁止モードが設定された場合、クランプ７００を手で
操作して蓋ケース５００のロックおよび集塵容器４１０のロックを解除して、上述のよう
に集塵容器４１０をポップアップさせる。そして、この集塵容器４１０を取り外して溜ま
った塵埃を捨て、この集塵容器４１０を装着する。
【００９３】
　マイクロスイッチＭＳがその集塵容器４１０の装着を検知すると、制御装置２００は集
塵容器４１０の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっているか否かを受光ダイオードＤ２の
受光量に基づいて判断し、所定量の塵埃が溜まっていないと判断した場合、制御装置２０
０はポップアップ禁止モードを解除する。以後、制御装置２００は受光ダイオードＤ２の
受光に基づいて集塵容器４１０の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっているか否かを判断
していき、集塵室７３に所定量の塵埃が溜まれば、切スイッチ１３ａの操作によりモータ
Ｍ２を駆動させてポップアップを行う。
【００９４】
　このように、ポップアップ禁止モードが設定されても、集塵容器４１０に溜まって塵埃
を捨ててこの集塵容器４１０を再装着すれば、ポップアップ禁止モードが解除されるので
不具合は生じない。
【００９５】
  また、上記のようにポップアップ禁止モードが設定された場合、電気掃除機１０の電源
コードのプラグをコンセントから抜き、上述のようにクランプ７００を手で操作して集塵
容器４１０をポップアップさせ、この集塵容器４１０を取り外して溜まった塵埃を捨て、
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この集塵容器４１０を再装着する。そして、この電気掃除機１０を他の部屋に移動させて
電源コードのプラグを他の部屋のコンセントに接続すると、制御装置２００は、発光ダイ
オードＤ１から赤外光を発光させ、受光ダイオードＤ２の受光に基づいて集塵容器４１０
の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっているか否かを判断する。制御装置２００は、所定
量の塵埃が溜まっていないと判断した場合、ポップアップ禁止モードを解除する。以後、
制御装置２００は受光ダイオードＤ２の受光に基づいて集塵容器４１０の集塵室７３に所
定量の塵埃が溜まっていると判断すると、切スイッチ１３ａが操作されればモータＭ２を
駆動させてポップアップを行う。
【００９６】
  このように、ポップアップ禁止モードが設定されても、電源コードのプラグをコンセン
トに接続すると、集塵容器４１０の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっていなければポッ
プアップ禁止モードが解除されるので不具合は生じない。
【００９７】
  ところで、手元操作管１３の操作部１３Ａの切スイッチ１３ａが操作されたとき、集塵
容器４１０の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まっていない場合、格子部材６００がモータ
Ｍ１により所定時間だけ回転され、これによりプリーツフィルタ体１００が回転されて、
図示しない除塵手段によりプリーツフィルタ１０４に付着した細塵が落されていく。
【００９８】
  図２１は第２実施例の電気掃除機の制御系の構成を示したブロック図である。この第２
実施例によれば、集塵容器４１０の集塵室７３に所定量の塵埃が溜まると、表示部ＤＳに
表示して報知するものである。この表示部ＤＳは掃除機本体１１や手元操作部１３Ａに設
けたりする。また、表示部ＤＳの代わりにスピーカを設けて音声で報知してもよく、その
両方を設けてもよい。
【００９９】
　なお、ポップアップ手段は、本実施例のように集塵容器４１０を上方に付勢するものに
限るものではなく、掃除機本体１１に対する集塵容器４１０とポップアップ手段の配置な
どに応じてポップアップの方向や突出量を適宜設定し得るものである。
【０１００】
　また、塵埃量検出手段は、本実施例のように集塵量を直接量るものに限るものではなく
、例えば、フィルタの目詰まりを検知することで塵埃量を検出するなどの種々の方法を用
いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】この発明に係る電機掃除機の外観を示した斜視図である。
【図２】蓋ケースを外した図１の掃除機本体の外観を示した斜視図である。
【図３】図２に示す掃除機本体の平面図である。
【図４】集塵容器を外した図２の掃除機本体の一部を拡大した斜視図である。
【図５】掃除機本体の円筒車軸に装着した捩りコイルバネ１８を示した説明図である。
【図６】クランプの係止爪と蓋ケースの係合部材との係合関係を示した説明図である。
【図７】集塵容器のポップアップ機構を示した説明図である。
【図８】クランプを示した平面図である。
【図９】蓋ケースのロックの解除と集塵ケースのロックの解除とを示した説明図である。
【図１０】集塵ユニットの外観を示した斜視図である。
【図１１】集塵容器の外観と塵埃量検出手段とを示した斜視図である。
【図１２】集塵ユニットの構成を示した横断面図である。
【図１３】塵埃分離部の外観を示した斜視図である。
【図１４】掃除機本体の横断面図である。
【図１５】集塵容器がポップアップされた状態を示した説明図である。
【図１６】蓋ケースの開成を説明するための掃除機本体の側面図である。
【図１７】集塵容器がポップアップされた状態を示した説明図である。
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【図１８】移動部材の配置位置を示した斜視図である。
【図１９】ロック解除手段の構成を示した説明図である。
【図２０】電気掃除機の制御系の構成を示したブロック図である。
【図２１】第２実施例の電気掃除機の制御系の構成を示したブロック図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１１          掃除機本体
　２２          集塵ユニット室（収納室）
　２４          電動送風機
　５２          塵埃分離部
　７３        　集塵室部
　２００        制御装置
　３００        塵埃量検出手段
　４１０      　集塵容器
　５００        蓋ケース
　７００        クランプ（ロック手段）
　１１００      ポップアップ手段
　１１１０      ポップアップ手段
  １２００      ロック手段（固定手段）
　１５００      ロック解除手段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】



(17) JP 4802072 B2 2011.10.26

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】

【図２０】

【図２１】
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